
議案第７３号  

大田原市交流促進センター若杉山荘の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

大田原市交流促進センター若杉山荘の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

を別紙のとおり制定する。 

 

令和２年６月８日提出 

 

大田原市長 津 久 井 富 雄 



大田原市交流促進センター若杉山荘の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例 

大田原市交流促進センター若杉山荘の設置及び管理に関する条例（平成１７年条例第５

３号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「、第１２条及び第１５条」を「及び第１６条」に、「読み替えるもの 

」を「、第１１条から第１３条まで及び別表の規定の適用については、これらの規定中「 

市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」」に改める。 

第１１条ただし書を削る。 

第１４条の見出し中「使用料」を「利用料金」に改め、同条中「当該使用料を法第２４

４条の２第８項の規定により、」を「利用料金を」に改める。 

第１７条を第１８条とし、第１６条を第１７条とし、第１５条を第１６条とし、第１４

条の次に次の１条を加える。 

（利用料金の承認） 

第１５条 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を受

けて定めるものとする。 

別表を次のように改める。 

別表（第１１条関係） 

１ 宿泊使用料 

区分 宿泊使用料 

大人（中学生以上） ８,０００円 

こども（３歳以上小学生以下） ６,０００円 

備考 宿泊使用料には、食事料（朝食及び夕食）を含む。 

２ 会議室使用料 

     使用時間 

使用区分 

午前９時から正午ま

で 

午後１時から午後５

時まで 

午後６時から午後１

０時まで 

１階会議室 ９００円 １,２００円 １,２００円 

２階研修室 ３,０００円 ４,０００円 ４,０００円 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 


